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 平成１７年度の調査審議等の状況 

（平成１７年４月～平成１８年３月） 

 

 

Ⅰ 全体 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成１７年度の諮問件数は７４９件、答申件数は７２３件、未済件数は４３６件とな

っている。 

なお、平成１３年度から平成１７年度までの総諮問件数は３，５３３件、総答申件数

は２，９７８件となっている。 

 

○情報公開関連と個人情報保護関連の総計 

［平成１７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ６７４ ６４８ ２８ 

独立行政法人等   ７５   ７５      ８ 

累  計      ７４９     ７２３     ３６ 

 

［平成１３年度～平成１７年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 未済件数 

（年度末） 

行政機関 ３，３１２ ２，８０１ １０５    ４０６ 

独立行政法人等 ２２１ １７７ １４    ３０ 

累  計 ３，５３３ ２，９７８ １１９   ４３６ 

（注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

２ 答申結果の分類 

平成１７年度に出された答申件数（７２３件）のうち、諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は、２０５件（２８．４％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの ２４（ ３．３％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの １８１（２５．０％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ５１８（７１．６％） 

（注）割合については、各項目の値ごとに四捨五入を行っているため、総計は１００％にならない。 

 

３ 中間答申 

平成１７年度においては、運営規則２４条３項の規定に基づく中間答申の実績はなか

った。 
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４ 取下げ 

  平成１７年度における諮問事件の取下げは、合計で３６件である。このうち、情報公

開関連は３５件（行政機関２７件、独立行政法人等８件）、個人情報保護関連は１件（行

政機関１件）である。 

取下げの理由をみると、全部開示したものは４件、不服申立人の自主的な取下げは２

２件、その他（却下等）１０件となっている。 

 

５ 平均処理期間・審議回数 

  平成１７年度の答申（７２３件）について、平均処理期間及び審議回数は２２０．２

日、２．８回であり、最短の事件では２３日で処理が終了しており（１７（行情）答申

１５３）、最長の事件では１，３９７日かかっている（１７（行情）答申６２４号～６３

２号）。 

  なお、答申までの所要日数の分布をみると、次のとおり、４か月で答申をしたものが

最も多くなっている。 

 

 

所要日数 答申数（件） 割合（％） 

１か月以内に答申    １ ０．１ 

２か月以内     ７２  １０．０ 

３か月以内   ８５ １１．８ 

４か月以内   ８９ １２．３ 

５か月以内   ６８  ９．４ 

６か月以内   ８７ １２．０ 

７か月以内   ４６    ６．４ 

８か月以内   ４０    ５．５ 

９か月以内   ３５    ４．８ 

10 か月以内   ３３    ４．６ 

11 か月以内   ２２    ３．０ 

12 か月以内   １８    ２．５ 

400 日以内   ６２    ８．６ 

500 日以内   ２６    ３．６ 

600 日以内   １５    ２．１ 

600 日超   ２４    ３．３ 

（注）１か月＝30 日として集計。 
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６ 各部会の調査審議回数 

  各部会は、原則として１週間に１回のペースで調査審議を行った。 

 

 調査審議回数 

第１部会 ３６回 

第２部会 ３４回 

第３部会 ３７回 

第４部会   ３７回 

第５部会   ３４回 

 

７ 口頭意見陳述及び口頭説明聴取の実績 

  平成１７年度の答申（７２３件）についてみると、不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるものは１０件であり、諮問庁から口頭説明を聴取したとする

記載のあるものは３５３件である。 

 

（注）１：一つの事件について、双方ともに実施される場合もある。 

     ２：部会又は指名委員による聴取実績である。  

 

８ 指名委員の活動実績 

  平成１７年度の答申（７２３件）についてみると、３２７件について、情報公開・個

人情報保護審査会設置法（以下「設置法」という。）１２条に基づき指名委員が口頭意見

陳述又は口頭説明の聴取を行っている。 

 

９ 特徴のある事件 

存否応答拒否事件、不存在事件等の特徴のある諮問事件については、平成１７年度の

状況は以下のとおりであり、不存在事件が全諮問事件数の１８．７％と最も多く、次に

存否応答拒否事件が全体の７．１％と多い。 

 

（諮問）                     単位：（件） 

 
情報公開 

個人情報 

保護 
合 計 

備 考 

（全諮問件数に占める割合）

不存在事件 １３４  ６ １４０   １８．７％ 

存否拒否事件 ５１ ２ ５３    ７．１％ 

文書の特定を争う事件 ２８ １ ２９   ３．９％ 

適用除外事件  ３ ８   １１    １．５％ 

逆ＦＯＩＡ事件  ２６ ０    ２６    ３．５％ 

行政文書等非該当事件 １ １    ２    ０．３％ 

 

（答申）                単位：（件） 

 情報 

公開 

個人情報

保護 
合 計 

備 考 

（全部を妥当でないとした答申数） 

不存在事件 １１９    １ １２０ 情報公開６件、個人情報保護０件

存否拒否事件 ６４    ０ ６４ 情報公開１件、個人情報保護０件
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文書の特定を争う事件 ３２    ０ ３２ 情報公開０件、個人情報保護０件

適用除外事件 ４    ０ ４ 情報公開０件、個人情報保護０件

逆ＦＯＩＡ事件 ６１    ０ ６１ 情報公開１件、個人情報保護０件

行政文書等非該当事件   ２    ０   ２ 情報公開０件、個人情報保護０件

 

９－１ 不存在事件 

  不存在事件については、平成１７年度では１４０件（情報公開１３４、個人情報保護

６）の諮問を受け、平成１６年度以前の諮問も含め、１２０件（情報公開１１９、個人

情報保護１）について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち、妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は、情報公開関連で６件である。 

 

 答申番号 

（不存在が妥当でないとされたもの） 

備 考 

平成１７年度 （行情）２５４、４６２、４６３、４６４、４６５、

５２７ 

 

 

９－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については、平成１７年度に５３件（情報公開５１、個人情報保護

２）の諮問を受け、平成１６年度以前の諮問も含め、６４件（すべて情報公開）につい

て答申を出している。この存否応答拒否事件に関する答申のうち、妥当でないとされた

ものは、情報公開関連で１件である。 

 

 答申番号 

（存否応答拒否が妥当でないとされたもの） 

備 考 

平成１７年度 （行情）５９５  

 

９－３ 文書の特定を争う事件 

  文書の特定を争う事件については、平成１７年度に２９件（情報公開２８、個人情報

保護１）の諮問を受け、平成１６年度以前の諮問を含め、３２件（すべて情報公開）に

ついて答申を出している。この文書の特定を争う事件に関する答申のうち、全部が妥当

でないとされたものはないが、１件（情報公開）について、一部妥当でないとされてい

る。 

 

 答申番号 

（文書特定が一部妥当でないとされたもの） 

備 考 

平成１７年度 （行情）１２８  

 

９－４ 適用除外事件 

  適用除外事件については、平成１７年度に１１件（情報公開３件、個人情報保護８件）

の諮問を受け、平成１６年度以前の諮問を含め、４件（すべて情報公開）について答申

を出している。この適用除外事件に関する答申のうち、妥当でないとされたものはない。 
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９－５ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

  処分庁が開示するとした部分について、第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については、平成１７年度に２６件（すべて情報公開）の諮問を受け、

平成１６年度以前の諮問を含め、６１件（すべて情報公開）について答申を出している。 

この逆ＦＯＩＡ事件に関する答申のうち、その全部が妥当でないとされたものは、１

件である。 

 

 答申番号（逆ＦＯＩＡを認めるもの） 備 考 

平成１７年度 （独情）９  

 

９－６ 行政文書等非該当事件 

  行政文書等非該当事件については、平成１７年度に２件（情報公開１件、個人情報保

護１件）の諮問を受け、２件（すべて情報公開）について答申を出している。 

この行政文書等非該当事件に関する答申のうち、妥当でないとされたものはない。 

 

10 インカメラ 

  平成１７年度の答申（７２３件）についてみると、対象文書及び対象保有個人情報を

見分したとの記載があるのは５０９件となっている。 

 

（注）： 答申の調査審議の経過欄に、「本件対象文書の見分」等と記載されている答申

数である。対象文書が不存在である場合、一定の様式に記入された個人情報であ

り、その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合、存否応答拒否の正

当性が争われている場合など、事柄の性格上インカメラ審理を要しない場合があ

る。 

 

11 ヴォーンインデックス 

平成１７年度の答申（７２３件）についてみると、諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。（注） 

 

（注）： ただし、これをヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別とし

て、諮問庁が自主的に、あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を

整理して提出している場合がある。 

 

12 地方での口頭意見陳述聴取の実施 

  平成１７年度に不服申立人等の口頭意見陳述の聴取を、地方において行った実績はな

い。 
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Ⅱ 情報公開 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成１７年度の諮問件数は７０７件、答申件数は７１２件、未済件数は４０６件とな

っている。 

なお、平成１３年度から平成１７年度までの総諮問件数は３，４９１件、総答申件数

は２，９６７件となっている。 

 

 ○情報公開関連 

［平成１７年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ６４２ ６４１ ２７ 

独立行政法人等   ６５   ７１      ８ 

累  計      ７０７     ７１２     ３５ 

 

［平成１３年度～平成１７年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 未済件数 

（年度末） 

行政機関 ３，２８０ ２，７９４ １０４    ３８２ 

独立行政法人等 ２１１ １７３ １４    ２４ 

累  計 ３，４９１ ２，９６７ １１８   ４０６ 

（注）答申件数の行政機関と独立行政法人等の別は諮問時の別による。 

 

２ 答申結果の分類 

平成１７年度に出された答申件数（７１２件）のうち、諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は、２０１件（２８．２％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの ２３（ ３．２％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの １７８（２５．０％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ５１１（７１．８％） 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

  平成１７年度の答申（７１２件）について、平均処理期間及び審議回数は２２１．６

日、２．８回であり、最短の事件では２３日で処理が終了しており（１７（行情）答申

１５３）、最長の事件では１，３９７日かかっている（１７（行情）答申６２４号～６３

２号）。 

  なお、答申までの所要日数の分布をみると、次のとおり、４か月で答申をしたものが

最も多くなっている。 

 

 

所要日数 答申数（件） 割合（％） 

１か月以内に答申    １ ０．１ 



 - 8 -

２か月以内     ７２  １０．１ 

３か月以内   ８０ １１．２ 

４か月以内   ８８ １２．４ 

５か月以内   ６７  ９．４ 

６か月以内   ８６ １２．１ 

７か月以内   ４５    ６．３ 

８か月以内   ３８    ５．３ 

９か月以内   ３５    ４．９ 

10 か月以内   ３３    ４．６ 

11 か月以内   ２２    ３．１ 

12 か月以内   １８    ２．５ 

400 日以内   ６２    ８．７ 

500 日以内   ２６    ３．７ 

600 日以内   １５    ２．１ 

600 日超   ２４    ３．４ 

（注）１か月＝30 日として集計。 

（注）割合については、各項目の値ごとに四捨五入を行っているため、総計は１００％にならない。 
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４ 口頭意見陳述及び口頭説明聴取の実績 

  平成１７年度の答申（７１２件）についてみると、不服申立人から口頭意見陳述を聴

取したとする記載のあるものは１０件であり、諮問庁から口頭説明を聴取したとする記

載のあるものは３４７件である。 

 

（注）１：一つの事件について、双方ともに実施される場合もある。 

     ２：部会又は指名委員による聴取実績である。  

 

５ 特徴のある事件 

存否応答拒否事件、不存在事件等の特徴のある諮問事件については、平成１７年度の

状況は以下のとおりであり、不存在事件が全諮問事件数の１９．０％と最も多く、次に

存否応答拒否事件が全体の７．２％と多い。 

 

（諮問）                 単位：（件） 

 
情報公開 

備 考 

（全諮問件数に占める割合） 

不存在事件 １３４     １９．０％ 

存否拒否事件 ５１      ７．２％ 

文書の特定を争う事件 ２８     ４．０％ 

適用除外事件  ３      ０．４％ 

逆ＦＯＩＡ事件      ２６      ３．７％ 

行政文書等非該当事件 １      ０．１％ 

 

（答申）                                単位：（件） 

 
情報公開 

備 考 

（全部を妥当でないとした答申数） 

不存在事件 １１９ ６ 

存否拒否事件 ６４ １ 

文書の特定を争う事件 ３２ ０ 

適用除外事件 ４ ０ 

逆ＦＯＩＡ事件 ６１ １ 

行政文書等非該当事件        ２ ０ 

 

５－１ 不存在事件 

  不存在事件については、平成１７年度では１３４件の諮問を受け、平成１６年度以前

の諮問も含め、１１９件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち、妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は、６件である。 

 

 答申番号 

（不存在が妥当でないとされたもの） 

備 考 

平成１７年度 （行情）２５４、４６２、４６３、４６４、４６５、

５２７ 
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５－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については、平成１７年度に５１件の諮問を受け、平成１６年度以

前の諮問も含め、６４件について答申を出している。この存否応答拒否事件に関する答

申のうち、妥当でないとされたものは、１件である。 

 

 答申番号 

（存否応答拒否が妥当でないとされたもの） 

備 考 

平成１７年度 （行情）５９５  

 

５－３ 文書の特定を争う事件 

  文書の特定を争う事件については、平成１７年度に２８件の諮問を受け、平成１６年

度以前の諮問を含め、３２件について答申を出している。この文書の特定を争う事件に

関する答申のうち、全部が妥当でないとされたものはないが、１件について、一部妥当

でないとされている。 

 

 答申番号 

（文書特定が一部妥当でないとされたもの） 

備 考 

平成１７年度 （行情）１２８  

 

５－４ 適用除外事件 

  適用除外事件については、平成１７年度に３件の諮問を受け、平成１６年度以前の諮

問を含め、４件について答申を出している。この適用除外事件に関する答申のうち、妥

当でないとされたものはない。 

 

５－５ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

  処分庁が開示するとした部分について、第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については、平成１７年度に２６件の諮問を受け、平成１６年度以前の

諮問を含め、６１件について答申を出している。 

この逆ＦＯＩＡ事件に関する答申のうち、その全部が妥当でないとされたものは、１

件である。 

 

 答申番号（逆ＦＯＩＡを認めるもの） 備 考 

平成１７年度 （独情）９  

 

５－６ 行政文書等非該当事件 

  行政文書等非該当事件については、平成１７年度に１件の諮問を受け、２件について

答申を出している。 

この行政文書等非該当事件に関する答申のうち、妥当でないとされたものはない。 

 

６ インカメラ 

  平成１７年度の答申（７１２件）についてみると、対象文書を見分したとの記載があ

るのは４９９件となっている。 
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（注）： 答申の調査審議の経過欄に、「本件対象文書の見分」等と記載されている答申

数である。対象文書が不存在である場合、一定の様式に記入された個人情報であ

り、その記載項目によって開示・不開示の判断が可能な場合、存否応答拒否の正

当性が争われている場合など、事柄の性格上インカメラ審理を要しない場合があ

る。 

 

７ ヴォーンインデックス 

平成１７年度の答申（７１２件）についてみると、諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。（注） 

 

（注）： ただし、これをヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別とし

て、諮問庁が自主的に、あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を

整理して提出している場合がある。 
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Ⅲ 個人情報保護 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成１７年４月１日に施行された、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく平成１７年度の諮

問件数は４２件、答申件数は１１件、未済件数は３０件となっている。 

 

○個人情報保護関連 

＜行政機関＞                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連  ３２   ７  １ 

訂正請求関連    ０    ０      ０ 

利用停止請求関連    ０    ０     ０ 

累  計       ３２       ７       １ 

 

 

 ＜独立行政法人等＞               （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連   ５   １  ０ 

訂正請求関連    ３    ２     ０ 

利用停止請求関連    ２    １      ０ 

累  計       １０       ４        ０ 

 

 

２ 答申結果の分類 

平成１７年度に出された答申件数（１１件）のうち、諮問庁の判断は妥当でないとし

たもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は、４件（３６．４％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの １（ ９．１％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの ３（２７．３％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ７（６３．６％） 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

  平成１７年度の答申（１１件）について、平均処理期間及び審議回数は１２６．９日、

３．１回であり、最短の事件では７１日で処理が終了しており（１７（独個）答申１号）、

最長の事件では２１２日かかっている（１７（独個）答申３～４号）。 

  なお、答申までの所要日数の分布をみると、次のとおり、３か月で答申をしたものが

最も多くなっている。 

 

 

所要日数 答申数（件） 割合（％） 

２か月以内に答申       ０ ０．０ 
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３か月以内    ５ ４５．５ 

４か月以内    １  ９．１ 

５か月以内    １  ９．１ 

６か月以内    １  ９．１ 

７か月以内    １  ９．１ 

８か月以内    ２  １８．２ 

９か月以上    ０ ０．０ 

（注）１か月＝30 日として集計。 

（注）割合については、各項目の値ごとに四捨五入を行っているため、総計は１００％にならない。 
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４ 口頭意見陳述及び口頭説明聴取の実績 

  平成１７年度の答申（１１件）についてみると、不服申立人から口頭意見陳述を聴取

したとする記載のあるものはなく、諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるも

のは６件である。 

 

（注）１：一つの事件について、双方ともに実施される場合もある。 

     ２：部会又は指名委員による聴取実績である。  

 

５ 特徴のある事件 

存否応答拒否事件、不存在事件等の特徴のある諮問事件については、平成１７年度の

状況は以下のとおりであり、適用除外事件が全諮問事件数の１９．０％と最も多く、次

に不存在事件が全体の１４．３％と多い。 

 

（諮問）                 単位：（件） 

 
個人情報保護 

備 考 

（全諮問件数に占める割合） 

不存在事件 ６     １４．３％ 

存否拒否事件 ２      ４．８％ 

文書の特定を争う事件 １     ２．４％ 

適用除外事件 ８     １９．０％ 

逆ＦＯＩＡ事件 ０      ０．０％ 

保有個人情報非該当事件 １      ２．４％ 

 

（答申）                                単位：（件） 

 
個人情報保護 

備 考 

（全部を妥当でないとした答申数） 

不存在事件 １ ０ 

存否拒否事件 ０ ０ 

文書の特定を争う事件 ０ ０ 

適用除外事件 ０ ０ 

逆ＦＯＩＡ事件 ０ ０ 

保有個人情報非該当事件 ０ ０ 

 

５－１ 不存在事件 

  不存在事件については、平成１７年度では６件の諮問を受け、１件について答申を出

している。この不存在事件に関する答申のうち、妥当でないとされたもの（文書が存在

するとされたもの）はない。 

 

５－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については、平成１７年度に２件の諮問を受けたが、答申は出され

ていない。 

 

５－３ 文書の特定を争う事件 
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  文書の特定を争う事件については、平成１７年度に１件の諮問を受けたが、答申は出

されていない。 

 

５－４ 適用除外事件 

  適用除外事件については、平成１７年度に８件の諮問を受けたが、答申は出されてい

ない。 

 

５－５ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について、第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については、平成１７年度に受け付けた諮問はない。 

 

５－６ 保有個人情報非該当事件 

保有個人情報非該当事件については、平成１７年度に１件の諮問を受けたが、答申は

出されていない。 

 

６ インカメラ 

  平成１７年度の答申（１１件）についてみると、対象文書及び対象保有個人情報を見

分したとの記載があるのは１０件となっている。 

 

（注）： 答申の調査審議の経過欄に、「本件対象保有個人情報の見分」と記載されてい

る答申数である。対象保有個人情報が不存在である場合など、事柄の性格上イン

カメラ審理を要しない場合がある。 

 

７ ヴォーンインデックス 

平成１７年度の答申（１１件）についてみると、諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 
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Ⅳ  付言の実績 

当審査会では、答申において、諮問庁（又は処分庁）における情報公開・個人情報保護

制度の運用が不適切である場合や、同制度の運用そのものの問題ではないにしても、同制

度の円滑かつ適切な運用を行うために必要な措置について付言を行うことがある。 

平成１７年度の答申を整理すると、４０件の答申において付言がみられ、諮問の遅れな

ど１５の項目にわたって意見が述べられている。 

主な項目別件数としては、諮問の遅れ・早期諮問に関する付言（１０件）が最も多く、

続いて、補正に関する対応についての付言（７件）、開示決定等に係る調査不足に関する付

言（７件）、文書管理に関する付言（６件）、開示決定時等の理由の提示に関する付言（５

件）、開示決定等通知書における対象文書の表記に関する付言（５件）、などという順にな

っている。 

各項目の主な付言内容は、以下のとおりである。 

［注］一つの答申において、複数の項目にわたって付言しているものもある。 

 １） 諮問の遅れ・早期諮問（１０） 

・ 不服申立てがなされてから諮問を行うまで１年４か月余りを経過していることに

ついて、本件諮問の内容についてみると、不開示部分の量や不開示理由の内容から

して、不服申立てを受けてから諮問を行うまでに上記のような長期間を必要とする

ものとは考え難いと言わざるを得ないとし、今後においては迅速かつ的確な対応が

望まれる旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第７号）。 

・ 不服申立てから諮問まで約７か月が経過していることについて、諮問庁における

業務の繁忙等を考慮したとしても、「簡易迅速な手続」が実践されたとは言い難い側

面があることは否めないとし、今後、開示決定等に対する不服申立事件における諮

問に当たって、迅速かつ的確な対応が望まれる旨の付言をしたもの（平成１７年度

（独情）答申第６７号）、など。 

２） 補正に関する対応（７） 

・ 不服申立人から補正に関する回答がなかったとは言え、原処分のように一括して不

開示決定するのではなく、同人から納付されている開示請求手数料に見合うものとし

て、行政文書１件を特定し開示決定等をする余地があった旨の付言をしたもの（平成

１７年度（行情）答申第６０号）。 

・ 本件開示請求には、「正当な裁判」という評価を表す多義的な文言が含まれており、

かかる開示請求文言が含まれる場合には、開示請求に対応する文書の特定は不十分と

ならざるを得ないことから、諮問庁においては、「行政文書を特定するに足りる事項」

を記載せしめるべく、開示請求者に対し、開示請求文言の補正を求め、対象文書を特

定すべきであった旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第５２７号）、な

ど。 

３） 開示決定等に係る調査不足（７） 
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・ 不服申立人が、過去の開示請求において文書が一部開示されていることを指摘し

た事件について、本件対象文書は、全体として法５条４号の不開示情報に該当する

として不開示とすることが妥当なものであり、過去の開示請求において文書が一部

開示されていることをもって、これを開示すべきとする不服申立人の主張を採用す

ることはできないが、処分庁にあっては、過去の開示請求に際して、本件文書の不

開示情報該当性についてより慎重かつ周到な検討をすべきであった旨の付言をした

もの（平成１７年度（行情）答申第４８５号）。 

・ 諮問庁は、本件開示請求に対し、本来対象文書として含めるべき文書を含めてい

ないなど、開示請求時の調査及び文書の特定の手続において適正な対応を行ってい

なかったと言わざるを得ず、今後の適正な対応が望まれる旨の付言をしたもの（平

成１７年度（行情）答申第４８８号）、など。 

４） 文書管理（６） 

・ 特定の決裁伺い文書について、その重要性にかんがみると適切に作成され保管さ

れるべきものであると考えられ、決裁権者の了解を得ていたとはいえ決裁伺い文書

が作成されていないのは、意思決定手続上も文書管理規程上も問題があったと言わ

ざるを得ない旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第９３号）。 

・ 文書が他の廃棄文書に混入し誤廃棄された可能性を指摘する諮問庁に対して、か

かる誤廃棄等を防止するため、適正な文書管理の徹底が望まれる旨の付言をしたも

の（平成１７年度（行情）答申第１１４号）、など。 

５） 開示決定時等の理由の提示（５） 

・ 原処分においては、法５条１号、２号イ、４号及び６号を理由に一部開示決定を

行っているが、それぞれの不開示部分がいずれの理由に該当するかは不明確と言わ

ざるを得ず、本件開示決定における理由付記は、行政手続法８条の趣旨に照らし適

切を欠くものであり、諮問庁においては適切な対応が望まれる旨の付言をしたもの

（平成１７年度（行情）答申第５５６号）。 

・ 理由付記の制度が、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制する

とともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨から設

けられているものであることから、理由の提示は、開示しないこととする根拠規定

及び当該規定を適用する理由が、開示決定等の通知書面の記載自体から知り得るも

のでなければならない旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第５７３号）、

など。  

６） 開示決定等通知書における対象文書の表記（５） 

・ 検討・協議に係る文書の特定に当たっては、当該文書がどの段階の文書であるか

を表記するようにすべきである旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第

４６２号）、など。 

７） 審査会への対応（３） 

・ 諮問庁側の理由により口頭説明の聴取が遅れたこともあり、諮問から答申まで約
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２年を要することとなったが、諮問庁が審査会の調査審議に対して積極的に協力す

べきことは言うまでもないことであり、このことは、行政不服審査法による簡易迅

速な手続の確保に向けて、諮問庁が果たすべき当然の責務である旨の付言をしたも

の（平成１７年度（行情）答申第２１６号）、など。  

８） 情報提供（３） 

・ 訴訟に関する書類を不開示とした判断は妥当であるが、平成１７年３月２９日に

公表された総務副大臣主催の「情報公開法の制度運営に関する検討会」の報告書は、

「訴訟に関する書類については、情報公開法の適用除外とされているが、刑事手続

上の開示制度において十分な開示がなされることが望まれる。」旨言及しているとこ

ろであり、諮問庁においても留意されたい旨の付言をしたもの（平成１７年度（行

情）答申第４号）、など。 

９） 文書の特定（２） 

・ 文書の特定に当たっては、開示請求者は一般に、特定の文書を指定して開示請求

を行うことは困難な場合が多いことから、開示請求対象文書の特定の手続において

は、文書探索等に努めた上で対象文書に該当すると思われるものは確実に特定し、

開示決定等することが望まれる旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第

９３号）、など。 

10） 開示決定等通知書の不適切な記載（１） 

・ 開示決定通知書に、「当該文書全体を不開示とした。」、「当該文書全体について、（中

略）不開示とした。」と記載されていることについて、原処分があたかも全部不開示

決定であるかのように誤解されるおそれがあり、処分庁においては開示決定通知書

の記載について今後適切な対応が望まれる旨の付言をしたもの（平成１７年度（行

情）答申第４３２号）。 

11） 開示・不開示の判断（１） 

・ 特段の事情がない限り、同一の行政文書の開示不開示の判断が著しく乖離しない

ことが望ましいことは言うまでもないので、諮問庁においては、例えば、特定の文

書についての開示不開示の具体的なガイドラインを設けるなど、何らかの方策をと

ることが望ましい旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第３１５号）。 

12） 開示決定の迅速・的確化（１） 

・ 本件対象文書の文書量にかんがみると、開示請求の受理から原処分までの間に２

年余もの長期間を必要とするものとは到底考え難いと言わざるを得ず、迅速かつ的

確な対応が望まれる旨の付言をしたもの（平成１７年度（行情）答申第５７４号）。 

13） 開示の実施手続（１） 

・ 開示の実施の際の事務処理の誤りが認められるところ、開示の実施に当たって、

誤りがあってはならないことは当然であり、また、追加開示の際の開示の実施方法

において、当初誤りがあったことを明示しなかったこと及び当初の決定通知書にお

いて、不開示とする部分を説明する際の文書名の記載が明瞭なものでなかったこと
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について、今後、留意すべきである旨の付言をしたもの（平成１７年度（独情）答

申第４８号）。 

14） 透明性の確保（１） 

・ 独立行政法人等においては、契約手続に関し、国とは異なり会計法等の適用はな

く、当該法人の所管大臣への届出等を要する会計規程に基づき行われているのであ

るから、当該法人の契約状況を踏まえ、契約事務の透明性の確保及び公正な競争の

確保のための不断の自主的な取組を怠らないことが望まれる旨の付言をしたもの

（平成１７年度（独情）答申第４８号）。 

15） 移送（１） 

・ 諮問庁は、処分庁に対し開示請求に係る事案の移送についての手続を執っている

が、諮問庁は本件請求文書を保有しておらず、移送することができなかったのであ

るから、上記移送は違法なものであり、本来、開示請求者に対して、処分庁に対し

て開示請求を行うべきである等の教示をすべきだったと考えられる旨の付言をした

もの（平成１７年度（行情）答申第９３号）。 
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【参考】平成１７年度に付言を行った答申一覧 

 

１）諮問の遅れ・早期諮問（１０） 

 答申番号 

行 情 ７、１０４、１７１、２１６、２２７、２２８、５７３、５７４ 

独 情 ６７、６８ 

 

２）補正に関する対応（７） 

 答申番号 

行 情 ６０、２６６、４６８、４６９、４７０、４７１、５２７ 

 

３）開示決定等に係る調査不足（７） 

 答申番号 

行 情 ２１０、４６３、４６４、４６５、４８５、４８８ 

独 情 ４６ 

 

４）文書管理（６） 

 答申番号 

行 情 ３０、９３、１１４、２７０ 

独 情 ２７、４６ 

 

５）開示決定時等の理由の提示（５） 

 答申番号 

行 情 ２４４、２４６、５５６、５７３、６３８ 

 

６）開示決定等通知書における対象文書の表記（５） 

 答申番号 

行 情 １４１、４６２、５７３、６３８ 

独 情 ４８ 

 

７）審査会への対応（３） 

 答申番号 

行 情 ２１６、２２７、２２８ 

 

８）情報提供（３） 

 答申番号 
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行 情 ４、９３ 

独 情 ６６ 

 

９）文書の特定（２） 

 答申番号 

行 情 ９３、４８８ 

 

10）開示決定等通知書の不適切な記載（１） 

 答申番号 

行 情 ４３２ 

 

11）開示・不開示の判断（１） 

 答申番号 

行 情 ３１５ 

 

12）開示決定の迅速・的確化（１） 

 答申番号 

行 情 ５７４ 

 

13）開示の実施手続（１） 

 答申番号 

独 情 ４８ 

 

14）透明性の確保（１） 

 答申番号 

独 情 ４８ 

 

15）移送（１） 

 答申番号 

行 情 ９３ 

 


